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(５) 生物多様性に配慮したつくり育てる漁業の推進 166
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(６) 希少水生生物の保護・管理の推進 167
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４ 海洋環境等の保全 168
(１) 漁場環境の保全 168
(２) 漁場環境修復の推進 169
(３) 環境に配慮した漁港漁村の整備 169

第７節 自然環境保全地域・自然公園･･･････････････････････････････････････････170
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(２) 自然環境保全地域 171
ア 現状 171
イ 今後の展開 171

(３) 都道府県自然環境保全地域 172
ア 現状 172
イ 今後の展開 172

２ 自然環境保全に関する地方公共団体独自の保護地域制度等 172
(１) 現状 172
(２) 今後の方向 173
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(３) 保護増殖事業の実施 184
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(４) 種の保存に係る調査研究の推進 185
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(１) 鳥獣保護事業の推進 186
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(７) 野生鳥獣の保護管理についての普及啓発等 188
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イ 個体群管理方策の充実 189
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(１) 移入種（外来種）対策 190

ア 移入種（外来種）の利用による影響の予防措置 190
イ 固有の生物相を有する地域等における対策 190
ウ 移入種（外来種）に係る調査 191
エ 移入種（外来種）の利用にかかる普及啓発 191
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カ 林業育苗法による移入種対策 191
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ク 河川における移入種（外来種）対策 192
ケ 非意図的な侵入の予防 192

(２) 化学物質対策 193
４ 飼育栽培下における種の保存 193

第２節 生物資源の持続可能な利用･････････････････････････････････････････････195
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イ 生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発 198
ウ 生分解・処理メカニズムの解析と制御技術の開発 198

２ 遺伝資源の保存と提供 198
(１) 環境保全分野における取組 198
(２) 農林水産分野における取組 199
(３) 医療分野における取組 199
(４) 科学技術分野における取組 200
(５) 産業分野等における取組 201
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３ 遺伝子組換え生物の利用における安全性確保 201
(１) 実験段階における安全性確保 201
(２) 産業利用段階における安全性の確保 202
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イ 食品分野の取組 202
ウ 医薬品分野の取組 202
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ア 遺伝子組み換え体の産業利用における安全性の確保に関する研究 203
イ 遺伝子組み換え生物の生態系への影響評価に関する研究 203

(４) 国際的プログラムの推進 203
ア ＯＥＣＤを通じての活動 203
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(１) 自然環境保全基礎調査等の推進 218
ア 生物多様性の現状把握 218
イ モニタリングの実施 219
ウ 生物多様性センター 219

（２） 地球環境保全等試験研究費による研究の促進 220
（３） 環境技術開発等推進費による研究の促進 220
（４） 地球環境研究総合推進費による研究の推進 220
（５） 生物多様性の減少機構の解明と保全 220
（６） 森林の保全・整備に係る技術開発 221
（７） 農地における調査 221

ア 水田周辺水域における生態系の現状把握 221
イ 農地における農薬による影響に関する調査研究 221

（８） 河川における調査 222
ア 河川水辺の国勢調査 222
イ 自然共生センター 222
ウ 河川生態学術研究 222

（９） 港湾における調査研究 222
（10） 自然共生型海岸づくりのための調査研究 222
（11） 自然共生型流域圏・都市再生技術研究 223
２ 情報整備の推進 223
（１） 生物多様性情報システムの充実 223
（２） クリアリングハウスメカニズムの構築 224
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